
　　　　

令和6 年 9 月 24 日

学校登校日
学校休校日

9 時 00 分から 18 時 00 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

法人（事業所）理念 子どもたちの教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活や学習上の困難を改善、克服するため適切な指導及び必要な支援を行う。

事業所名 とらい若草 作成日支援プログラム

・感覚や認知の活用：視覚、聴覚、触覚などの感覚を十分に活用し、感覚を活用することが困難な児童に対しては色、音、絵や文字、道具を用いて認知機能の発達を促す支援を行う。
・知覚から行動への認知過程の発達：集団活動や個別活動の中で、環境から情報を取得しやすいよう絵カードなどを用い、そこから必要なメッセージを選択し、行動につなげられるよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　う支援する。
・数量、大小、色等の習得：また、折り紙や貼り絵などの工夫を取り入れながら数量、大小、色等の習得のための支援を行う。
・認知の偏りへの対応：認知の特性を踏まえ、絵カードなどのコミュニケーションツールを用い、自分に入ってくる情報を適切に処理できるよう支援する。
　　　　　　　　　　　また、おやつの提供時のこだわりや偏食に対する支援を行う。

・言語の形成と活用：集団活動の中で具体的な体験や言葉を結びつけるような活動を行い、体系的な言語取得や自発的な発言を促す支援を行う。
　　　　　　　　　　また、児童との関わりの中で、自分の考えや相手の意図を理解できるよう職員が配慮し、人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得を目指す支援を行
　　　　　　　　　　う。
・読み書き能力の向上のための支援：それぞれの児童の特性に応じた読み書き能力の向上を目指す支援を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　その際は、絵文字カードなどの道具を用いて行う。
・コミュニケーション機器の活用：文字や記号、絵など視覚的支援を行い、人との意思の伝達が円滑にできるよう支援を行う。

・アタッチメントの形成：人とのコミュニケーションを通して、人との人間関係を意識づけや身近な人との関係を築き、その信頼関係を基盤として周囲の人と安定した関係を形成する
　　　　　　　　　　　　ための支援を行う。
・自己の理解とコントロールのための支援：それぞれの児童の特性を理解することで、特性に合わせた支援を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、児童自身のできること、できないことなど、自分の特性を理解し、気持ちや情動の調整ができるよう支援をしていく。
・集団への参加への支援：児童の特性や理解力に合わせながら集団活動への参加を促す。
　　　　　　　　　　　　また、事前に集団活動のルールや手順を理解していただくよう配慮しながら遊びや集団活動に参加できるよう支援をする。

支援方針

利用児に合わせた日常生活における基本的動作及び知識技能を習得できる支援プログラムを提供し、集団生活に適応できるよう、また、生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会交
流を図ることができるよう支援を行う。

営業時間 送迎実施の有無

主な行事等

ドライブレク、買い物レク、お正月行事、初詣、小正月行事、節分、ハロウィン行事、クリスマス会

家族支援
・必要に応じて保護者と面談を行い、相談援助を行う。
・家族の預かりニーズに応じた延長支援を行う。

移行支援
・学校や保護者と情報共有を行い、利用児のライフステージに合わせた支
援を行う。

地域支援・地域連携
・関係機関と連携が図れるよう情報共有を行う。
・社会資源を活用しながら、地域社会への参加を促す。

職員の質の向上
・社内研修を定期的に行う。
・各種研修会への参加。

支　援　内　容

・健康状態の把握：利用児が来所する毎に検温、体調確認の声かけを定期的に行う。
　　　　　　　　　それぞれの利用児童の体調を把握するとともに、意思の表出が難しい児童は表情や様子を確認しながら健康管理を行う。
・健康の増進：集団活動において体力の維持や運動能力の向上を目的として体操や運動を取り入れ、睡眠、排泄などの基本的な生活リズムを身につけられるよう支援する。
　　　　　　　また、長期休暇での利用時に昼食を利用していただく場合は、口腔機能に配慮することや、摂食時の姿勢にも配慮し、食育にも配慮していく。
・構造化により生活環境を整える：個別活動や集団活動による様々な遊びを通して学習できるよう環境を整える支援を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　また、障害の特性に配慮し、時間や空間を本人が理解できるように構造化する。

・姿勢と運動・動作の基本的技能の向上：日常生活に必要な基本となる姿勢保持や運動・動作の改善および習得、筋力の維持・強化を図る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、専門職（作業療法士）による評価を定期的に行い、必要な児童の場合は個別訓練を行う。
・姿勢と運動・動作の補助的手段の活用：姿勢の保持や動作が困難な児童に対しては、姿勢保持装置や各種の補助機器を活用して安全かつ効果的な支援ができるよう取り組む。
・保有する感覚の活用：保有する視覚、聴覚、触覚などの感覚機能を十分に活用し、向上を図る遊びなどを通して支援する。
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援


